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字名一覧表 

新たに都市計画区域を指定する土地の区域 

市･区名 大字名 小字名 全部／一部の別 

石巻市 潮見町 一部 



都市計画区域の範囲及び規模

区分 市町村名 範囲 変更前 変更後 備考

石巻市 行政区域の一部 13,004 ha 13,014 ha 増 9.5 ha

東松島市 行政区域の全部 10,186 ha 10,136 ha 減 50.0 ha 行政区域面積の変更

女川町 行政区域の一部 3,851 ha 3,851 ha

合計 27,041 ha 27,001 ha 減 40 ha

増減

石巻広域
都市計画

区域
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議案 第２３７２号

石巻広域都市計画区域区分の変更について

根拠条文：都市計画法第２１条第２項において準用する

同法第１８条第１項

都市計画案：別紙のとおり
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石巻広域都市計画区域区分の変更 

（宮城県決定）

１ 市街化区域及び市街化調整区域の区分 

「計画図表示のとおり」区域区分を変更する

２ 人口フレーム 

年 次 

区 分

平成２７年

（基準年）

令和７年

（目標年）

都市計画区域人口 １５４千人 １４１千人

市街化区域人口 １３３千人 １２５千人

配分する人口 － １２５千人

保留する人口 － ０千人

（特定保留） － ０千人

（一般保留） － ０千人

３ 変更の理由 

都市計画法第６条の２の規定により定める「石巻広域都市計画区域の整備，

開発及び保全の方針」（以下，「方針」という。）においては，事業の確実性等

が得られた段階で市街化区域に編入していく地区を，市街化区域編入予定地

区として位置づけている。 

 令和元年５月に都市計画決定した同方針の市街化区域編入予定地区のうち，

今回は第１次保留解除として，公有水面埋立事業による石巻市１地区（雲雀

野地区）について，都市計画区域及び市街化区域に編入するものである。




